
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

2,640 単位時間 600 単位時間 2,250 単位時間 360 単位時間 0 単位時間 60 単位時間

年 単位 単位 単位 単位 単位 単位

432 人 342 人 人 0 % 4 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 6

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ

（うち企業等と連携したインターンシップの単位数）

教員の属性（専
任教員について

記入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において
その担当する教育等に従事した者であって、当該専門課
程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六
年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 3

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 0

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 7

 計 20

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の
実務の能力を有する者を想定）の数

4

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 0

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 10

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数 0

総単位数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の単位数

0

うち必修授業時数 270

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 270

保育園、幼稚園、児童養護施設　など

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の単位数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数） 0

うち企業等と連携した必修の演習の単位数

当該学科の
ホームページ

URL
https://hoiku.iwasaki.ac.jp/

97
■進学者数 0
■その他

うち企業等と連携した演習の単位数

うち必修単位数

企業等と連携し
た実習等の実施
状況（Ａ、Ｂい
ずれかに記入）

総授業時数 2,640

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数 360

3 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

0

（令和6年度卒業生）

88
■地元就職者数 (F) 85
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 100

97

就職等の状況

■卒業者数 (C) 91
■就職希望者数 (D)　　　　　： 88
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和７年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

学科の目的
本学科は、子どもの成長や発達にかかわる、専門的理論・知識、技術を幅広く学び、将来、子育て支援を通じ社会に貢献する保育者を育成することを目的とする。また、保
育士養成校としての専門的学習のみならず、専門職として必要とされる実践的な態度や能力を身につける。

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）

厚生労働大臣指定保育士養成施設のため、卒業と同時に保育士資格が取得可能。また短期大学通信教育部との連携により、幼稚園教諭二種免許、短期大学士が取得
可能。令和6年度中退率3.6%

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

教育・社会福祉専門課程 保育こども学科 平成20(2008)年度 - 平成26(2014)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

中退率

令和7年7月31日

244-0801

045-826-7730
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人岩崎学園 昭和26年3月8日 岩崎文裕 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7
220-0004

045-311-5561

横浜保育福祉専門学校 平成18年10月20日 植田 威 横浜市戸塚区品濃町550-8

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

教育・社会福祉



種別

③

①

①

②

③

－

－

－

－

－

－

－

－

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

鈴木　晶子 横浜保育福祉専門学校 教務グループ 専門教員
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

新沼　伸一 横浜保育福祉専門学校 経営管理グループ
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

日髙 伸一
社会福祉法人 守破離　あきば幼保連携型認
定こども園 園長

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

令和7年4月1日現在

寶川 雅子
学校法人鎌倉女子大学　鎌倉女子大学短期
大学部　准教授

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

蒔田 幸子
学校法人岩崎学園 岩崎学園新横浜第二保育
園園長

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

ヒューズ 美代 横浜保育福祉専門学校 グループ長
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

清水　永真 横浜保育福祉専門学校 教務グループ
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

苅米 敏明 横浜保育福祉専門学校 参与
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

大西　僚子 横浜保育福祉専門学校 教務GL
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

名　前 所　　　属 任期

藤本 武
社会福祉法人恩賜財団済生会 横浜金沢若草
園園長

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
高等学校教育の基礎の上に深く専門的な能力の教育を施すにふさわしい授業を可能とするため、就職先である保育園、
児童福祉施設などと連携し、その要請を十分にいかしつつ、教育課程の編成に反映させることにより、職業教育の質を高
める。外部の関連施設の意見を教育課程編成に反映させるための機能として、「教育課程編成委員会」を設置する。教育
課程編成にあたっては、授業内容、授業方法およびその手法、法定の範囲内での授業科目の新たな開設など「教育課程
編成委員会」の意見を反映させるものとする。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程編成委員会は、就職後に求められる実務に関する理論・知識・技術・技能などを十分に把握し、それを職業教育
に具現化するために、特に教育課程につき意見を述べ、その編成に寄与するものとする。このため、関連業界の動向や地
域の実情に明るく、かつ経験豊かで卓識をもつ者を外部委員として選任する。また、実務のみならず、学校教育についても
十分な理解があることが望まれる。委員会は校長が主催し、委員長は校長とし、外部委員のほか教育課程編成にたずさわ
る教職員も協議にも加わるものとする。協議の結果、職業教育の向上に寄与する内容は、校長判断により、教務部教職員
に命じ、当該年度または翌年度の教授内容、教授方法など教育に具体的に活かすものとする。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

疋田 千実 社会福祉法人 小桜会　小桜愛児園 園長
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

遠山　真美子 横浜保育福祉専門学校 教務グループ 専門官
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

渡辺　高康 横浜保育福祉専門学校 教務グループ 専門官



（年間の開催数及び開催時期）

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載するこ
と。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（6月、2月）

（開催日時（実績））
第１回　令和7年6月12日　15：00～16：30
第２回　令和8年2月27日　15：00～16：30

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

教育課程編成委員会での意見に基づく改善を翌年度の委員会において報告するとともに、当該年度の重点的目標と取り
組みを始めとする教育活動を示し、意見を聴取し改善の方向について具体的に検討している。委員より提出された意見
は、教職員会議において全教職員に周知され、各教員が課題を共有し、その上で、委員から示唆された内容について、年
度内で活用可能な授業方法などの工夫を行っている。
委員からの意見と活用状況は以下のとおり。
・アジャイル型教育の実践について、保育現場でも失敗を怖がる子どもが増えている。スモールステップで成長を促すこと
は良い取り組みである。
→1年生のふれあいインターンシップや2年生のプレゼミ等を活用し、スモールステップで小さな成功体験を積み重ねる教育
活動の実践を展開中。

・保育実習日誌デジタル化の昨年度の導入報告について、手書きよりも指導しやすいため、今後も現場と養成校が連携し
推進してほしい。子どもの発達を踏まえた記録となるよう、記録内容の質向上が期待される。
→委員の意見を踏まえ、従来の時系列記録だけでなく、ドキュメンテーション型、エピソード型等、保育現場のニーズに合わ
せ発達を踏まえた記述ができるよう、実習先とも連携を取りながら、授業の中で具体的な記述内容の指導を行っている。

・健康不安のある保育士が増えている。セルフマネジメントがしっかりとできるようにしてほしい。保育士が主体的でないと
子どもの主体性は育たない。養成校と一緒に主体的な保育者を育てていきたい。
→セルフマネジメントを含めた現場目線での社会性の涵養は「社会人基礎」等の授業で取り入れている。ゼミナール活動で
学生主体の企画運営機会を増やし、保育現場で求められる主体性を育成していく。



２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

①保育所実習および児童福祉施設実習
保育士養成に必要な科目として、校外実習を保育所および児童福祉施設と連携して実施する。実習は、保育実習実施基
準にしたがって行い、受入先の保育所、施設等が指導および実習全体について実習生の個別評価を行うほか、専任教員
が実習期間中に実習先を巡回し、実習生についての状況報告を受け、指導するものとする。
②企業等から講師を招聘する等で継続的に行う授業(校内で実施する演習)
専門科目に関する実務に現に携わっている、または深い経験を有する者が講師として半期または通年に渡り、継続的に授
業科目を担当する。講師の資質に合わせて、実践的かつ専門的な授業を行う。その授業の計画、学習成果の評価等はそ
の講師が行う。
③授業の必要に応じて企業等から講師を招聘し行う授業(校内で実施する演習)
特に職業教育における学習効果が見込まれる場合に、必要に応じ、授業の一部を企業等から講師を招き専任教員と連携
し、授業を行う。その授業全体については専任教員が計画し、評価する。

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
職業教育の質を確保するため、特に実習・演習等の授業における学習や技術指導、学習成果の評価等において企業等と
連携し、職業に必要な実践的かつ専門的能力を養うものとする。
①保育所実習および児童福祉施設実習(校外で実施する実習)
保育士養成に必要な科目として、90時間の校外実習を保育実習実施基準にしたがって行う。
②企業等から講師を招聘する等で継続的に行う授業(校内で実施する演習)
専任教員が行う授業以外で継続的に行う授業は、企業等から招聘した講師、または特に専門科目に関する実務に深い経
験を有する講師をもって充てる。
③授業の必要に応じて企業等から講師を招聘し行う授業(校内で実施する演習)
演習授業等において特に職業教育の学習効果が見込まれる場合は、企業等から講師を招聘し、担当教員と連携した授業
を行う。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記



３．【校外】企業内実習
（４に該当するものを
除く。）

３．【校外】企業内実習
（４に該当するものを
除く。）

保育所以外の児童福祉施設の役
割や機能、児童家庭福祉及び社
会的養護について具体的な実践
を通して理解を深め、家庭と地域
の生活実態に触れることで保護者
支援、家庭支援のための知識、技
術、判断力を養う。また、保育士の
業務内容、職業倫理について具体
的な実践に結び付けて理解し、保
育士としての自己課題を明確化す
る。

保育所以外の児童福祉施設の役
割や機能を具体的に理解するた
め、施設での生活に参加し、観察
や子どもとのかかわりを通して子
どもへの理解を深める。また、既
習の教科の内容を踏まえ、子ども
の心身の状態に応じた対応につ
いて総合的に学び、計画、観察、
記録及び自己評価等について具
体的に理解するとともに、保育士
の業務内容や職業倫理について
習得する。

保育所の役割や機能、子どもの観
察やかかわりの視点の明確化等
について具体的な実践を通して理
解を深め、既習の教科、保育所実
習Ｉ、児童福祉施設実習Ｉでの習得
内容、経験を踏まえた子どもの保
育と保護者支援について総合的
に学ぶ。保育の計画、実践、観
察、記録及び自己評価等について
実際に取り組むことで理解を深
め、保育士の業務内容、職業倫理
について具体的な実践に結び付
けて考察する。

保育所の役割や機能を具体的に
理解するため、保育所の生活に参
加し、観察や子どもとのかかわり
を通して子どもへの理解を深め
る。また、既習の教科の内容を踏
まえ、子どもの保育及び保護者へ
の支援について総合的に学び、保
育の計画、観察、記録及び自己評
価等について具体的に理解すると
ともに、保育士の業務内容や職業
倫理について習得する。

科　目　名 連　携　企　業　等

保育所実習Ⅰ

科　目　概　要

保育所実習Ⅱ

岩崎学園新横浜保育園、岩崎学
園新横浜第二保育園、しののめ保
育園、ぎんのすず保育園、ハート
の森保育園、　他(80)

児童福祉施設実習Ⅱ

県立子ども医療センター、エリザベ
ス・サンダース・ホーム、箱根恵明
学園、ほうあんふじ、三浦しらとり
園、他(23)

あかいとり保育園、あきば幼保連
携型認定こども園、岩崎学園東戸
塚保育園、うーたん保育園　他
(90)

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

児童福祉施設実習Ⅰ

県立子ども医療センター、川崎愛
児園、グリーンヒル能見台、横浜
訓盲院、横浜療育医療センター、
他(88)

企業連携の方法

３．【校外】企業内実習
（４に該当するものを
除く。）

３．【校外】企業内実習
（４に該当するものを
除く。）



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

令和6年9月4日(水) 対象：
保育こども学科教職員
2名

研修：子ども・子育て支援推進条例の改正／子ども・若者未来計画の策定
意見交換：実習における意見交換

②指導力の修得・向上のための研修等

研修：保育業界の動向を踏まえた、人材育成と定着に繋げるキャリア支援

令和6年度 全国保育士養成セミナー 連携企業等： 一般社団法人　全国保育士養成協議会

令和6年8月29日(木)～30日(金) 対象：
保育こども学科教員1
名

保育士養成校の在り方：子育て支援・インクルーシブ保育・多様な学生への支援・養成校教員の質向上な
ど
第2回 保育実習に係る保育士養成校と保育所等との意見
交換会

連携企業等： 神奈川県福祉子どもみらい局

令和6年9月3日(火)

保育業界を取り巻く、環境変化にあわせた人材育成と定
着に繋げるキャリア支援について

連携企業等： （株）NOTCH

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

意見交換：進路指導、実習における意見交換

2024年度 神奈川県保育士養成施設協会　研修会・意見
交換会

連携企業等： 神奈川県保育士養成施設協会

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

教職員の研修等に係る諸規定に基づき、授業計画や教授法、クラス運営、学生指導など教員全体に関わるものについて
は、学校として研修を計画し、その機会を設ける。同様に、教員全体に関わり資質向上が見込まれる場合、外部機関が主
催する研修への参加を研修計画へ盛り込み、参加を促す。各教員が自身の専門性を高めるため、最新の研究成果や業界
の動向や知見を理解する機会として、それぞれの学会などへの参加を促し、研修機会とする。

令和6年度　横須賀市保育会　保育士養成校との意見交
換会

連携企業等： 横須賀市保育会

令和6年8月28日(水) 対象：
保育こども学科教職員
1名

令和6年7月27日（土） 対象：
保育こども学科教員5
名

対象：
保育こども学科教員1
名

保育実習に係る保育士養成と保育所等との意見交換会：実習生と実習指導者がともに育ち合う保育実習
に向けて



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

②指導力の修得・向上のための研修等

精神不調を抱える学生への対応方法。効果的なスクールカウンセラー活用方法

リトミック＆発達支援プログラム 連携企業等： 全日本リトミック音楽教育研究会

令和7年8月24日（日） 対象：
保育こども学科教職員
1名

子どもが自己調整を体験的に身につけられるリトミック活動

2025年度 神奈川県保育士養成施設協会　研修会・意見
交換会

連携企業等： 神奈川県保育士養成施設協会

令和7年9月4日(木) 対象：
保育こども学科教職員
2名

①専攻分野における実務に関する研修等

（３）研修等の計画

研修：保育者養成を取り巻く今日的課題
意見交換：実習における意見交換
令和7年度　横須賀市保育会　保育士養成校との意見交
換会

連携企業等： 横須賀市保育会

令和7年9月17日(水) 対象：
保育こども学科教職員
2名

意見交換：進路指導、実習における意見交換

スクールカウンセラー活用のための研修 連携企業等： 青山学芸心理

令和7年5月26日(月) 対象：
保育こども学科教職員
10名



（６）教育環境
施設・設備は教育上の必要性に十分対応できるよう整備されている
か、等

（７）学生の受入れ募集
学生募集活動は適性に行われているか、教育成果は正確に伝えられ
ているか、等

（８）財務
財務基盤は安定しているか、予算･収支計画は妥当か、会計監査は
適正か、等

（３）教育活動
教育理念に沿った教育課程の編成・実施方針が策定されているか、
等

（４）学修成果 就職率の向上、退学率の低減、卒業生の活躍

（５）学生支援
進路・就職に対する支援体制、学生相談の体制、経済的支援体制、
等

（１）教育理念・目標
理念・目的・育成人材像は定められているか、また学生、保護者へ周
知されているか、公表されているか、等

（２）学校運営
運営会議等が定期的に開催されているか、事業計画が定められてい
るか、等

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
学校目的を達成するための目標設定や具体的計画について、達成状況や取り組みの適切さを自己評価として行い、その
結果について、本校に定める学校評議委員会が評価を行う。その目的は、学校評価の精度を上げ、客観性を高めるため
のものであり、施設や保護者、地域代表の意見を積極的に汲み取り、反映させることで、連携をはかることである。そのた
め、学校評議委員会を組織し、学校の活動内容を各委員に周知するとともに、その意見をうかがう機会を設ける。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（９）法令等の遵守
法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営、個人情報保護の対
策、等

（１０）社会貢献・地域貢献
学校施設を活用した社会･貢献の実施、ボランティア活動の奨励･支
援、等

（１１）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。



種別

地域住民

行政職員

高校校長

卒業生

施設長

保育園園
長

保育園園
長

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://hoiku.iwasaki.ac.jp/disclosure/
公表時期： 令和7年7月28日

吉原 誠
社会福祉法人伸愛会 理事長
・上大岡はるかぜ保育園 園長

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

松田 寿子 品濃町内会　副会長
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

関　晃子
横浜市戸塚区 こども家庭支援課　学校連携・
こども担当課長

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

神奈川県立保土ケ谷高等学校 校長
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

石原 真成斗
学校法人岩崎学園 岩崎学園東戸塚保育園
保育士

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

安田 雅代 社会福祉法人朝日の里 朝日塾 施設長
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

 石田 友美
学校法人岩崎学園 岩崎学園東戸塚保育園
園長

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

間橋 元治

（３）学校関係者評価結果の活用状況
自己評価に基づく学校関係者評価委員会を開催し、学校関係者評価委員の意見を令和7年度の教育活動その他の学校
運営の改善等に活用している。外部連携を積極的に進める中で、学生の主体性や実践力を高める取り組みに高評価をい
ただいた。一方、現場では実践力のある保育者が不足しているとの認識の声が多かった。学生の国語力の向上について
の取り組みは現場のニーズにも合致しており、今後も実習日誌など具体的指導を他の科目と連携しながら取り組んでいく。
今後も学校関係者からの現場に根ざした保育者養成に対する課題と人材に対する期待を教育活動に反映させていく。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前 所　　　属 任期



（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://hoiku.iwasaki.ac.jp/disclosure/

（５）様々な教育活動・教育環境
学校行事への取組状況、課外活動（サークル活動）

（６）学生の生活支援
学生支援の組織(クラス担任制)

（７）学生納付金・修学支援 学生納付金の取扱い（金額、納入時期等）、活用できる経済的支援措
置の内容等（奨学金、授業料減免等の案内）

（２）各学科等の教育 入学者に関する受入れ方針及び入学定員、カリキュラム、時間割、学
習の成果として取得を目指す資格

（３）教職員
教員の紹介（専門性）

（４）キャリア教育・実践的職業教育
就職支援等への取組状況、保育実習の取組状況

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
教育活動や学校情報を外部に提供することにより、専門学校の社会的な理解・評価を促進し、教育の質の確保・向上を図
ることを目的とする。情報の提供にあたっては、学生や保護者、関係業界等が求める情報の内容を把握し、その求めに応
じた情報を適切に提供することを基本とし、また、その方法にあたっては、学校案内書などのパンフレット、各種説明会にお
ける説明、広報物、学校ホームページなど提供すべき情報の性質にあわせた適切な手段で行う。

公表時期： 令和7年7月28日

（１１）その他
学則、厚生施設の案内

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（８）学校の財務
事業報告書、等

（９）学校評価
自己評価・学校関係者評価の結果

（１０）国際連携の状況

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
学校の教育・人材養成の目標及び教育指導計画、特色、校長名、所在地、連絡先、学校の沿革、歴史、等

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係
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1 ○ 英語
高校までの英語学習の復習を行いながら、
会話を中心とした「生きた英語」を練習
し、英語コミュニケーションを学ぶ。

1
通

60 2 ○ ○ ○

2 ○ 体育理論

体の仕組みや、人間の運動能カ、身体機能
と栄養との関係などを学び、健康に生きて
いくために必要な運動とは何かを考える。
また、幼児の心身の発達について学び、幼
児の運動を指導するために必要な知識を身
につける。

1
前

30 2 ○ ○ ○

3 ○ 体育実技

運動能力や、運動技術を向上させることは
もちろん、運動競技を通して体を動かすこ
とを最大限に楽しむことを目的とする。ま
た、子どもの視点に立ち、運動を楽しむた
めにどのような活動が出来るかを体験的に
学んでいく。

1
通

60 1 ○ ○ ○

4 ○ 道徳教育

「道徳教育」とはいかなる活動であるか、
学校や社会一般においてどのように行われ
ているのかを理解し、その可能性を考察す
ることを通して、保育福祉職に従事する者
に相応しい視座を獲得することを目的とす
る。

1
後

30 2 ○ ○ ○

5 ○ 国語

初等・中等教育を通じて親しんできた国語
をあらためて見直し、読み書きが表現につ
ながり、自らの思考を表すことであること
を認識するとともに、母国語を大切に使用
する姿勢を学ぶ。日本語の基礎的なルール
と文章を論理的に理解する具体的文法や自
分の考えを伝える方法を学ぶ。

1
通

60 2 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（教育・社会福祉専門課程　保育こども学科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



6 ○ 情報処理演習

子どもを取り巻く環境にも情報ネットワー
クは広がっている。それに対応し、文書作
成や表計算、電子メール、インターネット
等コンピュータの基本的操作を学習し、保
育に関する情報収集、教材作成、家庭との
コミュニケーションの際に利用可能なコン
ピュータ活用の技術を身につける。

1
通

60 2 ○ ○ ○

7 ○ 保育原理

保育の理念と概念をはじめとする保育の意
義、養護と教育が一体となった保育所保育
指針における保育の基本について理解す
る。さらに保育の内容と方法、保育の目標
と方法の基本を学び、保育の思想と歴史的
変遷、保育の現状と課題について考察す
る。

1
後

30 2 ○ ○ ○

8 ○ 社会福祉

現代社会における社会福祉の意義と歴史的
変遷について学び、社会福祉と児童福祉、
児童の人権や家庭支援との関連性について
理解する。さらに社会福祉の制度や実施体
系、社会福祉における相談援助や利用者の
保護にかかわる仕組みについて理解を深
め、社会福祉の動向と課題について考察す
る。

1
後

30 2 ○ ○ ○

9 ○ 保育の心理学

保育実践に関わる発達理論的解釈や心理学
的知識を踏まえ、子どもの発達を捉える視
点を理解し、その基礎を習得する。養護及
び教育の一体性や発達に即した援助につい
て理解を深める。また、乳幼児期の人との
相互的関わりや体験、環境の意義を理解す
る。

1
前

30 2 ○ ○ ○

10 ○ 子どもの食と栄養

健康な生活の基本としての食生活の意義や
栄養に関する基本的知識を学び、子どもの
発育・発達と食生活の関連について理解す
る。また、地域社会・文化とのかかわりの
中で食育の基本と内容、環境を理解し、家
庭や施設における食生活の現状と課題や特
別な配慮を要する子どもの食と栄養につい
て学習する。

1
通

60 2 ○ ○ ○

11 ○ 保育内容演習　健康

子どもが心身ともに健康で、自らが調和の
取れた生活を営むために必要な基礎的知識
及び理論の習得を目的とする。心身の発育
と発達、基本的運動習慣、運動遊び、安全
教育、救急処置等の各課題について事例研
究等を通して理解する。

1
後

30 1 ○ ○ ○



12 ○ 保育内容演習　表現

子どもが表現することを通して、豊かな感
性や表現力を育み、創造性を豊かにするこ
とを理解する。様々な表現活動の中で、保
育士自身も楽しみながら子どもの感性が磨
かれるよう効果的な方法を理解する。

1
後

30 1 ○ ○ ○

13 ○
保育内容の理解と方
法Ⅰ

子どもを取り巻く環境と、保育所保育指針
に示される保育の内容を理解した上で、子
どもの生活と遊びを豊かに展開するために
必要な知識を実践的に習得する。教材等の
活用及び作成と、環境の構成及び具体的展
開のための技術を実践的に習得する。

1
通

60 2 ○ ○ ○

14 ○ 乳児保育Ⅱ

３歳未満児の援助や関わりの基本的な考え
方、養護及び教育の一体性を踏まえ、生活
や遊びと保育の方法及び環境について具体
的に理解する。乳児保育における計画の作
成、配慮の実際について具体的に理解す
る。

1
後

30 1 ○ ○ ○

15 ○ 音楽表現Ⅰ

子どもの発達と音楽表現に関する知識と技
術を学び、身近な自然やものの音や音色、
人の声や音楽等に親しむ経験と保育の環境
について理解する。また、子どもの経験や
さまざまな表現活動と音楽表現とを結びつ
ける遊びの展開について考察する。

1
通

60 2 ○ ○ ○ ○

16 ○ リズム表現

さまざまな方法で音楽を楽しむことを体験
していく授業である。まずは保育者自身が
楽しむことが大切であり、歌、楽器、踊り
などいろいろな活動を通して子どもの感性
が磨かれるよう生活の中にリズムを取り入
れていく方法を身につける。

1
通

60 2 ○ ○ ○

17 ○ 実習総論

実習の目的を的確に理解し、必要な心構え
を身につける。また、マナーや生活技術な
ど実践的技術指導とともに、実習日誌の書
き方や実習先でのオリエンテーションの受
け方など保育の現場での基礎的知識を身に
つける。

1
通

60 4 ○ ○ ○



18 ○ 生活技術

「生活」の意味を理解し、保育所をはじめ
とする施設におけるさまざまな作業が生活
技術に根ざしており、それらを演習を通し
て身につける。また、日々の生活の成り立
ちを理解し児童の生活を援助できる技術と
心構えを養成する。

1
前

30 1 ○ ○ ○

19 ○ 社会人基礎Ⅰ

学校生活 (学校のルール等 )・学習方法
(ノートテイク、アクティブ・ラーニン
グ、プレゼンテーションなど)・マナー等
の要素を含んだ「基礎」を修得する。

1
通

30 2 ○ ○ ○

20 ○ 幼児教育Ⅰ

保育所保育指針とともに、幼児・児童の教
育に関して保育者として把握しておくべき
幼稚園教育要領をはじめとする幼児教育、
幼稚園教諭の業務について学習し、幼稚園
教員資格認定試験の受験など、幼稚園教諭
の免許敢得に向けた学習を行う。

1
前

60 2 ○ ○ ○

21 ○ 幼児教育Ⅱ

保育所保育指針とともに、幼児・児童の教
育に関して保育者として把握しておくべき
幼稚園教育要領をはじめとする幼児教育、
幼稚園教諭の業務について学習し、幼稚園
教員資格認定試験の受験など、幼稚園教諭
の免許敢得に向けた学習を行う。

1
後

60 2 ○ ○ ○

22 ○ 日本語表現

日常的に使っている日本語でも“正しく美
しく”表現するのは難しい。場面に応じた
適切な表現ができるよう社会人としての常
識を養っていく。さらに、言葉は人とのつ
ながりを生み出すが、人を傷つけもする。
このように、人間関係を築く上で言葉が及
ぼす影響の重大性に対する認識を深め、豊
かな表現方法も身につけていく。

2
通

60 2 ○ ○ ○

23 ○ 教育原理

教育の意義、目的及び児童福祉等とのかか
わりについて理解するとともに、その思想
と歴史的変遷について学び、教育に関する
基礎理論を学習する。さらに教育制度と教
育のさまざまな実践について理解を深め、
生涯学習杜会における教育の現状と課題に
ついて考察する。

2
後

30 2 ○ ○ ○



24 ○ 子ども家庭福祉

現代社会における子ども家庭福祉の意義と
歴史的変遷を学び、子どもの人権擁護とそ
の課題について理解する。さらに関連制度
と実施体系の現状と課題について学び、地
域のネットワークとの連携から今後の展開
を考察する。

2
前

30 2 ○ ○ ○

25 ○ 社会的養護Ⅰ

現代社会における社会的養護の意義と歴史
的変遷を子どもの人権擁護や保育士の倫理
と責務を踏まえながら学ぶ。また家庭養護
や施設養護など社会的養護の制度や実施体
系、運営管理、被措置児童虐待防止、地域
福祉等の現状と課題について理解する。

2
前

30 2 ○ ○ ○

26 ○ 子どもの理解と援助

保育実践において、実態に応じた子ども一
人一人の心身の発達や学びを把握すること
の意義について理解を深め、子どもを理解
する上での基本的な考え方を理解する。子
どもを多面的に理解し、その上で保育士の
援助や態度の基本について理解する。

2
前

30 1 ○ ○ ○

27 ○ 子どもの保健

子どもの心身の健康増進を図る保健活動の
意義、身体的な発育・発達と保健について
理解する。心身の健康状態とその把握の方
法について学び、子どもの疾病とその予防
法および他職種間の連携・協働の下での適
切な対応について理解する。

2
前

30 2 ○ ○ ○

28 ○ 保育内容演習　環境

生命や自然、身近な環境に好奇心と探究心
をもって関わり、生活に取り入れることで
豊かな発達をとげていく子どもの力とその
ための環境構成について理解する。周囲の
環境への興味や関心、豊かな心情を育むた
めの対象との関わり方を学ぶ。

2
後

30 1 ○ ○ ○

29 ○ 保育内容演習　言葉

言葉の発達、特徴、機能、障害について理
解し、言葉への興味や関心を育て、言葉に
よる表現、相手の話を理解しようとする意
欲や態度を育み、言葉の豊かさを養うこと
の意義を理解する。絵本や紙芝居等の教材
活用や保育士としての話し方・聞き方など
を実践的に学習する。

2
前

30 1 ○ ○ ○



30 ○ 乳児保育Ⅰ

乳児保育の意義・目的と歴史的変遷及び役
割について理解し、保育所、乳児院等多様
な保育の場における乳児保育の現状と課題
について理解する。３歳未満児の発育・発
達を踏まえた運営体制、職員間の連携・協
働及び保護者や地域の関係機関等との連携
について理解する。

2
前

30 2 ○ ○ ○

31 ○ 子どもの健康と安全

保育における保健的観点を踏まえた保育環
境や援助、関連するガイドラインを踏まえ
た衛生管理・事故防止及び安全対策・危機
管理等について具体的に理解する。子ども
の健康及び安全の管理に関わる、組織的取
組や保健活動の計画及び評価等についても
理解する。

2
後

30 1 ○ ○ ○

32 ○ 障害児保育

障害児保育を支える理念や歴史的変遷につ
いて学び、障害児とその保育について理解
する。また、さまざまな障害について理解
し、子どもの理解や援助の方法、環境構成
等について学び、障害のある子どもの保育
計画を作成し、個別支援及び他の子どもと
のかかわりの中で育ちあう保育実践につい
て理解を深める。さらに、障害のある子ど
もの保護者への支援や関係機関との連携、
保育にかかわる保健・医療・福祉・教育等
の現状と課題について考察する。

2
通

60 2 ○ ○ ○

33 ○ 社会的養護Ⅱ

ケースレビューから日常支援・治療的支
援・自立支援等の社会的養護の基礎的な内
容、施設養護や家庭養護の生活特性を理解
する。「アセスメント」、「計画」、「記
録」、「自己評価」と個別支援計画の作成
法および相談援助等ソーシャルワークの方
法・技術を理解する。

2
後

30 1 ○ ○ ○

34 ○ 保育学研究

保育、福祉に関して学んできたさまざまな
学問的視座を収束し、保育実践、保育臨床
事例を深く多角的に捉える素養を身につけ
る。これらを踏まえて保育内容の5領域に
は収まらない視点についても研究し、その
成果をまとめ、発表を行う。

2
後

60 2 ○ ○ ○

35 ○ 音楽表現Ⅱ

保育における音楽表現の中心に位置するピ
アノについて、読譜の基礎から奏法までを
学び子どもが音楽に親しむための弾き歌い
等の技術を習得する。

2
通

60 2 ○ ○ ○ ○



36 ○ 音楽表現Ⅲ

音楽表現Ⅱの基礎に加え、さらにピアノの
奏法を向上させるとともに、リズム感やテ
ンポ感を身に付けアレンジカや伴奏法など
の演奏技術を習得する。

2
通

60 2 ○ ○ ○ ○

37 ○ 保育所実習Ⅰ

保育所の役割や機能を具体的に理解するた
め、保育所の生活に参加し、観察や子ども
とのかかわりを通して子どもへの理解を深
める。また、既習の教科の内容を踏まえ、
子どもの保育及び保護者への支援について
総合的に学び、保育の計画、観察、記録及
び自己評価等について具体的に理解すると
ともに、保育士の業務内容や職業倫理につ
いて習得する。

2
集

90 2 ○ ○ ○ ○

38 ○ 児童福祉施設実習Ⅰ

保育所以外の児童福祉施設の役割や機能を
具体的に理解するため、施設での生活に参
加し、観察や子どもとのかかわりを通して
子どもへの理解を深める。また、既習の教
科の内容を踏まえ、子どもの心身の状態に
応じた対応について総合的に学び、計画、
観察、記録及び自己評価等について具体的
に理解するとともに、保育士の業務内容や
職業倫理について習得する。

2
集

90 2 ○ ○ ○ ○

39 ○ 保育実習指導Ⅰ

保育所実習Ｉ、児童福祉施設実習Ｉの意義
と目的、実習内容を理解し、自らの課題を
明確にするため、事前指導として①実習の
意義・目的・内容、②実習の方法、③実習
の心構え、特に個人のプライバシーの保護
と守秘義務、子供の人権尊重、④実習課題
の明確化、⑤実習記録の意義・方法、⑥実
習施設のそれぞれについて理解を深める。
また実習終了後は総括と評価を行い新たな
課題と目標を明確化させる。

2
通

60 2 ○ ○ ○

40 ○ 保育実践演習

保育士として必要な専門的知識及び技術、
幅広く深い教養及び総合的な判断力、倫理
観等の習得、形成について振り返りを行
う。自らの体験や収集した情報に基づき、
保育に関する現代的課題への対応等多様な
視点から考察する力を習得し基礎的な資
質・能力の定着をさせる。

2
通

60 2 ○ ○ ○

41 ○ 社会人基礎Ⅱ

1年次の社会人基礎Ⅰに基づき、さらに応
用発展を行う。自己のキャリア形成を考え
ながら、自己理解を深め、積極的に社会に
参加し、社会における貢献と自己実現につ
いて体験的に学ぶ。また、日本の伝統的文
化にもふれる機会を設ける。

2
通

30 2 ○ ○ ○



42 ○ 幼児教育Ⅲ

保育所保育指針とともに、幼児・児童の教
育に関して保育者として把握しておくべき
幼稚園教育要領をはじめとする幼児教育、
幼稚園教諭の業務について学習し、幼稚園
教員資格認定試験の受験など、幼稚園教諭
の免許敢得に向けた学習を行う。

2
前

60 2 ○ ○ ○

43 ○ 幼児教育Ⅳ

保育所保育指針とともに、幼児・児童の教
育に関して保育者として把握しておくべき
幼稚園教育要領をはじめとする幼児教育、
幼稚園教諭の業務について学習し、幼稚園
教員資格認定試験の受験など、幼稚園教諭
の免許敢得に向けた学習を行う。

2
後

60 2 ○ ○ ○

44 ○ 日本語指導

「日本語表現」の演習を踏まえて、自分の
気持ちを相手に伝えたり、情報を正確に伝
達したり、相手の話を聞いたりといった、
多様なコミュニケーションのあり方を考え
る。そして、保育者として、子ども・親の
双方への「正しい豊かな日本語」の指導力
習得を目指す。

3
通

60 2 ○ ○ ○

45 ○
プレゼンテーション
技法

研究発表や就職後に必要とされるプレゼン
テーションに関する基礎知識を学び、コン
ピュータの操作と発表の練習を通して表現
技法を習得することを目的とする。デジタ
ル機器を使用した発表時の注意事項、効果
的な発表手法についても学習する。

3
通

60 2 ○ ○ ○

46 ○ 子ども家庭支援論

子育て家庭に保育士が行う相談等の支援の
意義を理解する。更に保育士による子育て
家庭支援の基本と支援体制について理解し
た上で、多様な支援方法やその実践例につ
いて学ぶ。その上で、子育て支援の現状と
課題を認識し、よりよい実践方法を理解す
る。

3
後

30 2 ○ ○ ○

47 ○ 保育者論

保育者の役割と倫理、保育士の制度的な位
置づけについて学び、さらに保育の省察、
保育課程による保育の展開等における保育
士の専門性、さまざまな機関・関係者との
協働、連携について理解し、保育者の専門
職的成長について考察する。

3
後

30 2 ○ ○ ○



48 ○
子ども家庭支援の心
理学

乳幼児期からの生涯発達に関する心理学の
基礎的知識を習得する。特に初期経験の重
要性、発達課題について理解する。また家
族・家庭の意義、機能を理解し、親子関係
等について発達的な観点から理解し、子ど
もとその家庭を包括的に捉える視点を習得
する。

3
後

30 2 ○ ○ ○

49 ○ 保育の計画と評価

保育内容の充実と質の向上に資する保育の
計画および評価、また全体的な計画と指導
計画の作成について、その意義と方法を理
解する。子どもの理解に基づく保育の過程
（計画・実践・記録・省察、評価・改善）
について全体構造を捉え、理解する。

3
前

30 2 ○ ○ ○

50 ○ 保育内容総論

保育所保育指針における「保育の目標」、
「育みたい資質・能力」、「幼児期の終わ
りまでに育ってほしい姿」と「保育の内
容」の関連と各章のつながりと全体的な構
造を理解する。保育の基本を踏まえた保育
内容の展開について具体的に理解する。

3
後

30 1 ○ ○ ○

51 ○
保育内容演習 人間
関係

子どもが他者と親しみ、支え合って生活す
るための社会性を発達させる上で欠かせな
い子どもの人間関係を理解する。実践を通
した課題研究などを交え、子どもの自主
性・自立心、人と関わる力を育てるための
方法を保育士として理解する。

3
前

30 1 ○ ○ ○

52 ○
保育内容の理解と方
法Ⅱ

子どもを取り巻く環境と、保育所保育指針
に示される保育の内容を理解した上で、子
どもの生活と遊びを豊かに展開するために
必要な知識を実践的に習得する。教材等の
活用及び作成と、環境の構成及び具体的展
開のための技術を実践的に習得する。

3
通

60 2 ○ ○ ○ ○

53 ○ 子育て支援

保育士の行う保育の専門性を背景とした保
護者に対する相談等の支援について特性と
展開を具体的に理解する。実践事例等を通
して、子育て家庭のニーズ把握からアセス
メント、評価の実際、職員間の協働、関係
機関や他の専門職との連携を理解する。

3
前

30 1 ○ ○ ○



54 ○ 臨床心理学

心の悩みや問題に対する支援活動であるカ
ウンセリングに関して、基本的な考え方や
代表的な技法について学んでいく。カウン
セリングの実践場面や種類、歴史的背景や
理論、カウンセリング技法の内容、カウン
セラーの基本的な能力や条件など、具体的
に学び、理解を深める。

3
後

30 2 ○ ○ ○

55 ○ 児童文化

子どもの興味・関心や発達に配慮したさま
ざまな児童文化についての歴史や理論を体
験的に学ぶ。文化財と子どもをつなげる保
育者自身が子ども一人一人の可能性を発揮
できる環境を作り出し、児童文化を伝承し
ていく重要性を学ぶ。

3
前

30 1 ○ ○ ○

56 ○ 音楽表現Ⅳ

演奏技術の向上を図るとともに表現方法や
表現力をアンサンブルを通して養う。ま
た、声楽等の技術の向上を図るとともに表
現力を養い、同時に幼児の歌唱指導につい
ても実践を交えながら学ぶ。

3
通

60 2 ○ ○ ○ ○

57 ○ 保育所実習Ⅱ

保育所の役割や機能、子どもの観察やかか
わりの視点の明確化等について具体的な実
践を通して理解を深め、既習の教科、保育
所実習Ｉ、児童福祉施設実習Ｉでの習得内
容、経験を踏まえた子どもの保育と保護者
支援について総合的に学ぶ。保育の計画、
実践、観察、記録及び自己評価等について
実際に取り組むことで理解を深め、保育士
の業務内容、職業倫理について具体的な実
践に結び付けて考察する。

3
集

90 2 ○ ○ ○ ○

58 ○ 児童福祉施設実習Ⅱ

保育所以外の児童福祉施設の役割や機能、
児童家庭福祉及び社会的養護について具体
的な実践を通して理解を深め、家庭と地域
の生活実態に触れることで保護者支援、家
庭支援のための知識、技術、判断力を養
う。また、保育士の業務内容、職業倫理に
ついて具体的な実践に結び付けて理解し、
保育士としての自己課題を明確化する。

3
集

90 2 ○ ○ ○ ○

59 ○ 保育実習指導Ⅱ

保育所実習Ⅱ、児童福祉施設実習Ⅱの意義
と目的、実習内容を理解し、保育を総合的
に学ぶ機会とする。既習の教科の内容やそ
の関連性を踏まえた保育実践カを培うた
め、事前指導として保育の全体計画に基づ
く具体的な計画と実践、保育の観察、記
録、自己評価に基づく保育の改善について
実践的に学び、実習終了後は事後指導 と
して総括と評価を行い、保育に対する課題
と認識を明確化させる。

3
通

60 2 ○ ○ ○



60 ○ 卒業研究

保育者として求められる研究的な態度、姿
勢を養うとともに、自ら設定した研究テー
マに基づいて研究することを目的としてい
る。学生自らが主体的にテーマを設定しゼ
ミナール形式で研究を進めることで自主
性、主体性創造性を身につける。

3
通

## 4 ○ ○ ○

61 ○ 社会人基礎Ⅲ

キャリア教育の一環として、1年次社会人
基礎Ⅰおよび2年次社会人基礎Ⅱを充実、
発展的に学ぶ。学外からの特別講師による
授業などを経て、社会人としての基礎を実
践的に学ぶ。

3
通

30 2 ○ ○ ○

62 ○ 幼児教育Ⅴ

幼児教育Ｉから幼児教育Ⅳで学習した幼児
教育、幼稚園教諭の業務に関して、さらに
幼稚園生活の全体を通して、幼児の発達の
側面から各領域のねらいが総合的に達成さ
れるよう、教育課程、教育内容などの組織
に関する学習を深める。

3
前

60 2 ○ ○ ○

63 ○ 幼児教育Ⅵ

幼児教育Ｉから幼児教育Ⅴを通して学習し
た内容について、実際に幼稚園での体験的
実習を通して確認し、教職員間の連絡・連
携、幼児の主体的活動の支援と活動に沿っ
た柔軟な指導計画の作成、教育課程の編成
などについて具体的に展開する。

3
後

60 2 ○ ○ ○

64 ○ 学童保育の実践Ａ

前期の選択科目のひとつとして、学童保育
における支援員業務に必要な知識と技術に
ついて学ぶ。また昨今の課題や今後の学童
保育の展望について考察し、課題解決を模
索する。

3
前

30 1 ○ ○ ○

65 ○ 学童保育の実践Ｂ

後期の選択科目のひとつとして、学童保育
における支援員業務に必要な知識と技術に
ついて学ぶ。また昨今の課題や今後の学童
保育の展望について考察し、課題解決を模
索する。

3
後

30 1 ○ ○ ○



66 ○ 健康・スポーツＡ

前期の選択科目のひとつとして、様々なス
ポーツ種目にふれることにより、健康を維
持する上で必要な運動量を確保する。ま
た、ゲームなどを通して、自分はもとより
チームのメンバーの能力活用などの工夫か
らスポーツの楽しさを学習する。

3
前

30 1 ○ ○ ○

67 ○ 健康・スポーツＢ

後期の選択科目のひとつとして、様々なス
ポーツ種目にふれることにより、健康を維
持する上で必要な運動量を確保する。ま
た、ゲームなどを通して、自分はもとより
チームのメンバーの能カ活用などの工夫か
らスポーツの楽しさを学習する。

3
後

30 1 ○ ○ ○

68 ○ 病児保育Ａ

前期の選択科目のひとつとして実施する。
病児という状態に配慮をしながら、看護
（ケア）だけでなく子どもの心理や欲求に
応じた、工夫されたコミュニケーションを
理解する。また子どもを預かる安全基準を
設け保育の「質」を確保する。保育の中に
病児保育も含まれていることを理解し、現
代社会における役割について学ぶ。

3
前

30 1 ○ ○ ○

69 ○ 病児保育Ｂ

後期の選択科目のひとつとして実施する。
病児という状態に配慮をしながら、看護
（ケア）だけでなく子どもの心理や欲求に
応じた、工夫されたコミュニケーションを
理解する。また子どもを預かる安全基準を
設け保育の「質」を確保する。保育の中に
病児保育も含まれていることを理解し、現
代社会における役割について学ぶ。

3
後

30 1 ○ ○ ○

70 ○ ＩＣＴスキル Ａ

前期の選択科目のひとつとして実施する。
社会人の素養のひとつとなるビジネスの基
礎を学ぶとともに、ＩＣＴの活用スキルを
習得する。また保育現場での活用を知り、
その実態に対応した技術を習得する。

3
前

30 1 ○ ○ ○

71 ○ ＩＣＴスキル Ｂ

後期の選択科目のひとつとして実施する。
社会人の素養のひとつとなるビジネスの基
礎を学ぶとともに、ＩＣＴの活用スキルを
習得する。また保育現場での活用を知り、
その実態に対応した技術を習得する。

3
後

30 1 ○ ○ ○

71合計 科目 2640 単位（単位時間）



期
週

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分
１学期の授業期間

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2
15

卒業要件： すべての必修科目を履修すること。選択必修科目については履修方法にした
履修方法： 保育所実習Ⅱまたは児童福祉施設実習Ⅱのいずれかを選択履修。3年次選択


